
第１２５回丹波篠山市議会９月３日会議

議会提出議案

令和６年９月３日

丹 波 篠 山 市





報告第１１号 
 
 

専決処分の報告について 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議

会において指定されている事項について、別紙専決処分書のとおり処分したの

で、同条第２項の規定により報告する。 
 
 
  令和６年９月３日提出 
 
                    丹波篠山市長 酒 井 隆 明 
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専  決  処  分  書 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議

会の議決により指定された市長の専決処分事項について、次のとおり専決処分

する。 
 
 
 専決第７号  損害賠償の額及び和解について 
 
 理   由  別記事故について、損害賠償の額を決定し和解するため 
 
 
  令和６年６月２８日 
 
                    丹波篠山市長 酒 井 隆 明 
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議案第５５号 

  

丹波篠山市地区コミュニティセンター等に関する条例の一部を改

正する条例 

 

丹波篠山市地区コミュニティセンター等に関する条例（平成１１年篠山市条

例第９９号）の一部を次のように改正する。 

 

別表に次のように加える。 

丹波篠山市立東雲コミュニティセンター 丹波篠山市小田中２２０番地２ 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布

の日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 丹波篠山市立東雲コミュニティセンターの指定管理者の指定に関する手続

その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 

 

 

  令和６年９月３日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明 
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議案第５６号 

 

丹波篠山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する 

条例 

 

丹波篠山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成１１年篠山市条例第１

３４号）の一部を次のように改正する。 

 

第１２条中「第８条第１項及び第２項に規定する」を「廃棄物処理に係る」

に改める。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

令和６年９月３日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明  
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議案第５７号 

丹波篠山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定 

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関 

する基準等を定める条例及び丹波篠山市包括的支援事業の実施に 

関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

（丹波篠山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める

条例の一部改正） 

第１条 丹波篠山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例（平成２７年篠山市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第１４条第１号中「第１４０条の６６第１号ロ(2)」を「第１４０条の６

６第１号イ」に改める。 

（丹波篠山市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 丹波篠山市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例（平成２

７年篠山市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第１１５条の４６第４項」を「第１１５条の４６第５項」に改

める。 

第４条第１項中「員数」の次に「（地域包括支援センター運営協議会（介

護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。第３号において「省令」

という。）第１４０条の６６第１号イに規定する地域包括支援センター運営

協議会をいう。以下同じ。）が第１号被保険者の数及び地域包括支援センタ

ーの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法（当該

地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターに

おいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支

援センター職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。）による

ことができる。次項において同じ。）」を加え、同項第３号中「介護保険法

施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。次項第２号において「省令」とい

う。）第１４０条の６８第１項に規定する主任介護支援専門員研修を修了し

た者」を「省令第１４０条の６６第１号イ(3)に規定する主任介護支援専門

員」に改め、同条第２項各号列記以外の部分中「前項」を「第１項」に改

め、同項第２号中「前項」を「第１項」に改め、「（省令第１４０条の６６

第１号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。次号及び

次条において同じ。）」を削り、同項第３号の表中「前項各号」を「第１項
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各号」に、「前項第１号」を「第１項第１号」に改め、同項を同条第３項と

し、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、地域包括支援センター運営協議会が地域包括

支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支

援センターが担当する区域を一の区域として、当該区域内の第１号被保険

者の数について、おおむね３，０００人以上６，０００人未満ごとに同項

各号に掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置

することにより、当該区域内の一の地域包括支援センターがそれぞれ同項

の基準を満たすものとする。この場合において、当該区域内の一の地域包

括支援センターに置くべき常勤の職員及びその員数は、同項各号に掲げる

者のうちから２人とする。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

  令和６年９月３日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明  
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議案第５８号 

 

丹波篠山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

丹波篠山市国民健康保険条例（平成１１年篠山市条例第１２７号）の一部を

次のように改正する。 

 

第９条中「第９項」を「第５項」に、「若しくは虚偽の届出をした場合又は

同条第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに

応じない場合」を「又は虚偽の届出をした場合」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１２月２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行

に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第２６０

号）第９条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの

条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 

 

 

令和６年９月３日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明 
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議案第５９号 

 

丹波篠山市消防団員高視認性活動服購入契約について 

 

丹波篠山市消防団員高視認性活動服の購入について、下記のとおり購入契約

を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号

及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１

１年篠山市条例第６６号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

                 記 

 

１ 契約の目的   丹波篠山市消防団員高視認性活動服購入 

 

２ 契約の方法   指名競争入札 

 

３ 契約金額    ２３，４９６，０００円 

 

４ 契約の相手方  京都府綾部市本町７丁目６７番地の２ 

          大槻ポンプ工業株式会社  

          代表取締役 大槻浩平 

 

 

令和６年９月３日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明  
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